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執
筆
者
紹
介

浅
井 

敦 
A

sai A
tsushi

一
九
三
一
年
生
ま
れ
。
愛
知
大
学
名
誉
教
授
。
中
国

法
。『
現
代
中
国
法
の
理
論
』『
中
国
憲
法
の
論
点
』

『
中
国
の
刑
法
と
刑
事
訴
訟
法
』（
共
編
著
）

張 

晋
藩 

Z
hang Jinfan

一
九
三
〇
年
生
ま
れ
。
中
国
政
法
大
学
終
身
教
授
。

博
士
生
導
師
。
中
国
政
法
大
学
法
律
史
学
研
究
院
名

誉
院
長
。
中
国
法
制
史
。『
中
華
法
制
文
明
的
演

進
』『
中
国
法
律
的
伝
統
与
近
代
転
型
』『
中
国
憲
法

史
』

季 

衛
東 

Ji W
eidong

一
九
五
七
年
生
ま
れ
。
上
海
交
通
大
学
法
学
院
教

授
。
法
社
会
学
、
比
較
法
学
。『
超
近
代
の
法
』『
中

国
的
裁
判
の
構
図
』『
憲
政
新
論
』

劉 

思
達 

Liu Sida

一
九
八
〇
年
生
ま
れ
。
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
マ

デ
ィ
ソ
ン
校
助
教
、
上
海
交
通
大
学
法
学
院
特
別
研

究
員
。
法
社
会
学
、
職
業
社
会
学
。『
失
落
的
城
邦

│
当
代
中
国
法
律
職
業
変
遷
』『
割
据
的
邏
輯
│
中

国
法
律
服
務
市
場
的
生
態
分
析
』

翟 

国
強 

Z
hai G

uoqiang

一
九
七
九
年
生
ま
れ
。
中
国
社
会
科
学
院
法
学
研
究

所
副
研
究
員
。
憲
法
学
。「
憲
法
判
断
的
方
法
」「
違

憲
判
決
的
形
態
」「
憲
法
権
利
的
価
値
根
基
」

櫻
井 

次
郎 

Sakurai Jiro

一
九
七
二
年
生
ま
れ
。
関
西
大
学
法
学
研
究
所
研
究

員
。
中
国
法
、
中
国
政
治
。「
中
国
環
境
規
制
法
の

課
題
│
汚
染
賦
課
金
（
排
汚
費
）
の
法
的
性
格
に
関

す
る
分
析
を
通
し
て
」「
中
国
に
お
け
る
環
境
汚
染

被
害
と
そ
の
救
済
の
現
状
」

森 

啓
太 

M
ori K

eita

一
九
八
一
年
生
ま
れ
。
弁
護
士
法
人
曾
我
・
瓜
生
・

糸
賀
法
律
事
務
所
。
弁
護
士
。
中
国
法
。「
中
国
法

令
速
報
（
第
一
四
三
回
、
第
一
四
六
回
）」

小
嶋 
明
美 

K
ojim

a A
kem

i

創
価
大
学
法
科
大
学
院
教
授
。
民
事
訴
訟
法
。『
現

代
中
国
民
事
訴
訟
法
』『
現
代
中
国
の
民
事
裁
判
│

計
画
か
ら
市
場
へ
、
経
済
改
革
の
深
化
と
民
事
裁

判
』「
職
権
探
知
主
義
の
規
整
│
中
国
民
事
訴
訟
法

を
素
材
と
し
て
」

趙 

正
群 

Z
hao Z

hengqun

一
九
五
三
年
生
ま
れ
。
南
開
大
学
法
学
院
教
授
。
憲

法
、
行
政
法
、
人
権
、
訴
権
お
よ
び
知
情
権
。「
得

知
権
利
念
及
其
我
国
的
初
歩
実
践
」「
行
政
判
例
研

究
」『
信
息
法
概
論
』（
主
編
）

張 

紅 
Z

hang H
ong

岡
山
大
学
法
学
部
教
授
、
中
国
弁
護
士
。
中
国
企
業

法
、
民
商
法
、
比
較
法
。「
証
券
を
め
ぐ
る
裁
判

例
」「
国
外
企
業
社
会
責
任
的
理
論
与
実
践
」「
企
業

の
社
会
的
責
任
に
関
す
る
日
米
中
の
法
制
に
つ
い

て
」

小
口 

彦
太 

K
oguchi H

ikota

一
九
四
七
年
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
法
学
学
術
院
教

授
。
中
国
法
。『
現
代
中
国
法
』（
共
著
）『
現
代
中
国

の
法
と
裁
判
』『
中
国
法
入
門
』（
共
著
）

雷 

啓
立 

Lei Q
ili

一
九
六
三
年
生
ま
れ
。
中
国
華
東
師
範
大
学
伝
播
学

院
教
授
兼
副
院
長
。
中
国
近
現
代
文
学
お
よ
び
出
版

史
研
究
、
中
国
当
代
メ
デ
ィ
ア
文
化
研
究
。『
苦
境

故
事
│
周
作
人
伝
』『
伝
媒
的
幻
象
│
当
代
生
活
与

媒
体
文
化
分
析
』『
在
呈
現
中
建
構
│
伝
媒
文
化
与

当
代
中
国
人
精
神
生
活
研
究
』

三
須 

祐
介 

M
isu Yusuke

一
九
七
〇
年
生
ま
れ
。
広
島
経
済
大
学
経
済
学
部
准

教
授
。
近
現
代
中
国
演
劇
、
中
国
語
圏
文
学
。「
曲

か
ら
劇
へ
│
上
海
滬
劇
社
と
い
う
経
験
」「
ク
ィ
ア

な
、蝉
の
、声
│
林
懐
民
の
「
同
志
小
説
」
を
読
む
」
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学
会
通
信
（
二
〇
一
一
年
一
月
〜
二
〇
一
一
年
八
月
）

◎
学
会
員
活
動

川
村
亜
樹　
「
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
│
二

つ
のBank

とBanksy

」（『
ユ
リ
イ
カ
』
八
月
号
、

青
土
社
）、「
亡
霊
た
ち
が
も
た
ら
す
危
う
い
生
│

D
on D

eLillo

小
説
に
お
け
る
自
己
充
足
的
空
間

の
瓦
解
」（
学
会
発
表
、
ア
メ
リ
カ
学
会
第
四
五

回
年
次
大
会
、
於
東
京
大
学
、
二
〇
一
〇
年
六
月

四
日
）、「
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
テ
ロ
リ

ズ
ム
小
説
│Paul A

uster

のM
an in the D

ark

に
お
け
る
生
権
力
の
痕
跡
」（
学
会
発
表
、
日
本

ア
メ
リ
カ
文
学
会
中
部
支
部
例
会
、
於
愛
知
淑
徳

大
学
、
二
〇
一
〇
年
六
月
一
八
日
）

黄 

英
哲　
『
台
湾
映
画
表
象
の
現
在
│
可
視
と
不
可

視
の
あ
い
だ
』（
共
編
、
あ
る
む
、
二
〇
一
一
年

七
月
）

高 

明
潔　
「
西
部
大
開
発
に
お
け
る
“
開
発
援
助
関

係
”
に
関
す
る
試
み
│
寧
夏
・
内
モ
ン
ゴ
ル
を
例

と
し
て
」（
論
文
、『
西
部
大
開
発
を
め
ぐ
る
日
中

共
同
の
実
証
的
研
究
』
平
成
二
〇
年
度
〜
平
成
二

二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ａ
研
究
成

果
報
告
書
、
研
究
代
表
者
古
澤
賢
治
、
二
〇
一
〇

年
三
月
）、T

he Prairie R
evelation in the R

e-
pre senta tion of the 20 th C

entury M
ongol （

国

際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
、T

he 
Fourth 

Inter-

「
清
末
上
海
の
遊
興
空
間
、
夜
花
園
│
真
夏
の
夜
の

楽
園
」

印
南 
敏
秀 

Innam
i Toshihide

一
九
五
二
年
生
ま
れ
。
愛
知
大
学
地
域
政
策
部
教

授
。
生
活
文
化
学
。「
雲
南
の
生
活
空
間
と
食
文

化
」『
京
文
化
と
生
活
技
術
』『
里
海
の
生
活
誌
』

森 

正
夫 

M
ori M

asao

一
九
三
五
年
生
ま
れ
。
名
古
屋
大
学
、
愛
知
県
立
大

学
名
誉
教
授
。
中
国
明
清
史
。『
李
大
釗
』『
森
正
夫

明
清
史
論
集
』『
明
代
江
南
土
地
制
度
の
研
究
』

磯
部 

美
里 

Isobe M
isato

一
九
七
四
年
生
ま
れ
。
名
古
屋
大
学
大
学
院
国
際
言

語
文
化
研
究
科
博
士
後
期
課
程
。
中
国
文
化
人
類
学

（
出
産
研
究
）。「
継
承
す
る
身
体
、
順
応
す
る
身
体

│
中
国
・
西
双
版
納
タ
イ
族
の
名
付
け
式
に
お
け
る

「
祝
詞
」
を
事
例
と
し
て
」「
産
褥
期
の
食
物
禁
忌
か

ら
み
る
身
体
管
理
│
中
国
・
西
双
版
納
タ
イ
族
を
事

例
と
し
て
」「
出
産
の
変
容
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
│
中

国
・
西
双
版
納
タ
イ
族
に
お
け
る
男
性
産
婆
の
事
例

か
ら
」

萩
野 

敦
司 

H
agino A

tsushi

一
九
七
四
年
生
ま
れ
。
弁
護
士
。
一
九
九
八
年
司
法

研
修
所
入
所
（
五
二
期
）。
現
在
、
ロ
ン
ド
ン
大
学

ク
イ
ー
ン
・
メ
ア
リ
ー
校
大
学
院
に
て
国
際
ビ
ジ
ネ

ス
法
を
専
攻
。『
中
国
労
働
契
約
法
の
実
務
』（
共
著
）、

「
中
国
法
令
速
報
（
第
一
〇
二
回
、
第
一
一
一
回
〜

第
一
四
一
回
は
隔
回
担
当
）」

吉
川 

剛 
Yoshikawa Tsuyoshi

一
九
六
四
年
生
ま
れ
。
愛
知
大
学
現
代
中
国
学
部
准

教
授
。
中
国
法
。『
法
治
の
理
想
と
現
実
』（
共
訳
）

「
中
国
司
法
改
革
の
困
窮
と
道
程
」（
共
訳
）「
中
国
の

裁
判
制
度
」（
翻
訳
）「
現
代
中
国
法
研
究
に
お
け
る

デ
ジ
タ
ル
情
報
の
活
用
」

翻
訳
者
紹
介

都
築
順
子 Tsuzuki Junko

野
口 
武 N

oguchi Takeshi

萩
原
有
里 H

agiwara A
ri

小
笠
原 

淳 O
gasawara Jun


